
規

則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
三
号

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
第
二
十
号
�
中｢

第
八
十
三
条
第
一
項｣

を｢

第
四
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号

�
中｢

第
八
十
四
条
第
一
項｣

を｢

第
四
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
�
中｢

第
八
十
五
条
第
一

項｣

を｢

第
四
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
�
中｢

第
九
条
の
二｣

を｢

第
七
条｣

に
改
め
、
同
号
�
中｢

第
九
条
の
四
第
一
項｣

を｢

第
九
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四
十
八

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

�

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

�

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

�

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し

�

第
十
五
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

�

第
十
五
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

�

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

�

第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

�

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し

	

第
十
七
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認




第
十
七
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
三
条
第
二
項
中｢

�
か
ら
�
ま
で
、

か
ら
�
ま
で
、
�｣

を｢

�
、
�
、
�
か
ら
�
ま
で
、
�｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を

�
と
し
、

を
�
と
し
、
�
を

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
同
条
第
三
号
の
二
を
削
り
、
同
条
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

�

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法(

以
下｢

例
に
よ
る

保
護
法｣

と
い
う
。)

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
決
定
及
び
そ
の
旨
の
通
知

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
決
定

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
決
定
及
び

そ
の
旨
の
通
知

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
停
止
及
び
廃
止
の
決
定
並
び
に
そ
の

旨
の
通
知

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
指
示

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
相
談
及
び
助
言

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
及
び
検
診
命
令

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
却
下
並
び
に
保
護
の
変
更
、

停
止
及
び
廃
止

	

例
に
よ
る
保
護
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
及
び
報
告
の
徴
収




例
に
よ
る
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
入
所
及
び
養
護
の
委
託

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
措
置

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
変
更
、
停
止
及
び
廃
止
の
届

出
の
受
理

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
変
更
、
停
止
及
び
廃
止

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
六
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
及
び
弁
明
日
時

等
の
通
知

 

例
に
よ
る
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
返
還
の
決
定

!

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
留
金
品
の
処
分

"

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
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�

例
に
よ
る
保
護
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
の
免
除

�

例
に
よ
る
保
護
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
後
見
人
の
選
任
の
請
求

第
五
条
第
十
号
の
三
を
削
り
、
同
条
第
十
号
の
四
を
同
条
第
十
号
の
三
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

十
九

身
体
障
害
者
補
助
犬
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

こ
と
。

�

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
談
、
助
言
、
指
導
、
紹
介
等

�

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
送
付
、
情
報
提
供
そ
の
他
の
協
力
の
要
求

第
七
条
第
三
号
�
を
同
号
�
と
し
、
同
号
�
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
の
要
求
、
調
査
及
び
質
問

�

第
九
条
の
二
第
二
項
で
準
用
す
る
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
知

�

第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
検
及
び
捜
索

	

第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
質
問




第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
状
の
請
求

�

第
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
状
の
交
付

�

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告



第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

第
七
条
第
三
号
�
を
同
号
�
と
し
、
同
号
�
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
の
要
求
、
調
査
及
び
質
問

�

第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
知

�

第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
�
中｢

第
五
十
三
条
第
一
項｣

を｢

第
六
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同

号
�
中｢

第
五
十
四
条｣

を｢

第
六
十
五
条｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
三

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
六
十

六
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
�
中｢

第
四
十
八
条
第
一
項｣

を｢

第
四
十
九
条
第
一
項｣
に
、｢

指
示
、

提
出
命
令｣

を｢

報
告
の
徴
収｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
�
を
�
と
し
、

�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
 
を
�
と
し
、

!
を
�
と
し
、
"
を
�
と
し
、
#
を
 
と
し
、
$
を
!
と
し
、
%
を
"
と
し
、
&
を
#
と
し
、
'
を
$

と
し
、
(
を
%
と
し
、
)
を
&
と
し
、
*
を
'
と
し
、
+
を
(
と
し
、
,
を
)
と
し
、
-
を
*
と
し
、

.
を
+
と
し
、
/
を
,
と
し
、
0
を
-
と
し
、
1
を
.
と
し
、
2
を
/
と
し
、
3
を
0
と
し
、
同
号
4

中｢

第
四
十
条
各
項｣

を｢

第
四
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項｣

に
改
め
、
同
号
4
を
同
号
1
と
し
、
同

号
中
5
を
2
と
し
、
6
を
3
と
し
、
7
を
4
と
し
、
8
を
5
と
し
、
9
を
6
と
し
、
:
を
7
と
し
、
;

を
8
と
し
、
<
を
9
と
し
、
=
を
:
と
し
、
>
を
;
と
し
、
?
を
<
と
し
、
@
を
=
と
し
、
A
を
>
と

し
、
B
を
?
と
し
、
C
を
@
と
し
、
D
を
A
と
し
、
E
を
B
と
し
、
F
を
C
と
し
、
C
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

D

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
請
求

第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
中
G
を
E
と
し
、
H
を
F
と
し
、
I
を
G
と
し
、
J
を
H
と
し
、
K
を
I

と
し
、
L
を
J
と
し
、
M
を
K
と
し
、
K
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

M

第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

L

第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

第
十
五
条
第
一
項
中
第
九
号
の
二
を
削
り
、
第
九
号
の
三
を
第
九
号
の
二
と
し
、
第
九
号
の
四
を
第

九
号
の
三
と
し
、
第
九
号
の
五
を
第
九
号
の
四
と
し
、
同
項
第
十
号
H
中｢

第
四
十
八
条
の
四
第
一
項｣

を｢

第
四
十
八
条
の
五
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
G
中｢

第
四
十
八
条
の
五
第
二
項｣

を｢

第
四
十
八

条
の
十
一
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
F
中｢

第
四
十
八
条
の
六｣

を｢

第
四
十
八
条
の
十
二｣

に
改
め
、

同
号
E
中

｢

第
四
十
八
条
の
七
第
四
項｣

を

｢

第
四
十
八
条
の
十
三
第
四
項｣

に
改
め
、
同
号
D
中

｢

第
四
十
八
条
の
九
第
四
項｣

を｢

第
四
十
八
条
の
十
五
第
四
項｣

に
改
め
、
同
号
C
中｢

第
四
十
八

条
の
十｣

を｢

第
四
十
八
条
の
十
六｣

に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
中
K
を
J
と
し
、
L
を
K
と
し
、
M

を
L
と
し
、
�
を
M
と
し
、
�
を
�
と
し
、
N
を
�
と
し
、
O
を
N
と
し
、
P
を
O
と
し
、
Q
を
P
と

し
、
R
を
Q
と
し
、
S
を
R
と
し
、
�
を
S
と
し
、

を
�
と
し
、
�
を

と
し
、
�
を
�
と
し
、



を
�
と
し
、
	
を


と
し
、
�
を
	
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�

を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

福
島
県
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
協
定
の
締
結(

福
島
県
T
瀬
公
園
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
長
に

委
任
す
る
。

第
十
六
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任)

第
十
六
条

福
島
県
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
協
定
の
締
結(

い
わ
き
市
以
外
に
所
在
す
る
福
島
県
漁
港
管
理
条
例(

昭
和
三
十
三
年
福

島
県
条
例
第
三
十
二
号)

第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
指
定
施
設(

次
条
に
お
い
て
単
に｢

指
定
施
設｣

と
い
う
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

(

小
名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任)

第
十
七
条

福
島
県
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
協
定
の
締
結(

福
島
県
港
湾
管
理
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
七
十
二
号)

第

二
条
第
二
項
の
マ
リ
ー
ナ
施
設
、
い
わ
き
市
に
所
在
す
る
同
条
第
一
項
の
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
用
指

定
泊
地
及
び
指
定
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
小
名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
、
第
十
一
条
及
び

第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
�
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
二
及
び
第
九
号
の
二
を
削
る

改
正
規
定
、
第
十
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
六
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
五
条

の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。(

人
事
領
域
行
政
経
営
グ
ル
ー
プ)
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